
堺市調達契約事務審査委員会要綱 

 

 （設置） 

第１条 本市（上下水道局を除く。）における調達契約（物品調達（印刷製本及び

修理加工を含む。以下同じ。）、委託契約（建設工事に関連するものを除く。

以下同じ。）等をいう。以下同じ。）の競争性、透明性及び公平性の確保を図るため

堺市調達契約事務審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1)物品調達契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約

に付するときの見積人の選定に係る審査に関すること。 

(2) 委託契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約に付

するときの見積人の選定に係る審査に関すること。 

(3) 本市における調達契約の課題の解決等に係る検討に関すること。 

 （審査対象外） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、同条第

１号及び第２号に規定する事項について、審査の対象としない。 

 (1) 予定価格（堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第１９条第１項ただし書の規定

により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該契約期間中の予

定総額をいう。以下同じ。）１件１０，０００，０００円未満の物品調達契約 

(2) 予定価格１件１，０００，０００円以下の委託契約 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の２

第１項第２号（堺市委託業務に係るプロポーザル方式の実施等に関する要綱（平成２５

年制定）第３条第１号に規定する公募型プロポーザル方式によるものに限る。）、第３

号、第８号（再度の入札に付し落札者がないときに限る。）又は第９号（落札者を決定

した入札において落札者とされなかった入札者を契約の相手方とするときに限る。）の

規定により締結する随意契約 

 (4) 訴訟等に係る委任契約 

(5) 法令若しくは本市の条例、規則、要綱等に基づく事業に係る契約又は市長が別に定め

るものに基づく契約で、契約の相手方が限定されるもの 

(6) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第

１１７号）等に基づき実施する事業で、別に設置する庁内委員会等における選定により

実施するものに係る契約 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約 

（審査の省略） 

第３条の２ 令第１６７条の２第１項第５号の規定により締結する随意契約で、委員長が災

害の発生等により緊急を要すると認めるときは、第２条第１号又は第２号に規定する審査

を省略することができる。この場合において、所管部長（所管部長がない事案については、

所管局長。以下同じ。）は、契約締結後、委員会へ速やかに報告しなければならない。 

  



（組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員（以下これらを「委員等」という。）で組織

する。 

２ 委員長は、財政局長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、契約部長及び財政部長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （職務） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。 

 （会議等） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員等の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（会議の特例） 

第７条 委員長は、急施を要すると認めるとき、又は議案が軽易なもので会議を要しないと

認めるときは、委員会に付議すべき事案を記載した書面を副委員長及び委員に回付し、そ

の賛否を問うことにより、会議に代えることができる。この場合においては、前条第３項

の規定を準用する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き又は資料の提出を求めることができる。 

 （付議の依頼） 

第９条 委託契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約に付するとき

の見積人の選定に関して委員会に付議すべき事案が生じたときは、その所管部長は所定の

様式により必要な資料を添えて、事務局に付議の依頼をしなければならない。 

（事務局） 

第10条 委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他職員を置く。 

２ 事務局長は調達課長の職にある者を、事務局の職員は調達課に属する者（課長を除く。）

をもって充てる。 

 （審査結果の通知） 

第11条 第９条の規定により付議の依頼があった案件に対する委員会の審査の結果は、所管

部長に通知する。 

 （委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。 



 (堺市物品調達指名業者選定審査委員会要綱及び堺市委託事務指名業者等選定審査委員会

要綱の廃止) 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(1) 堺市物品調達指名業者選定審査委員会要綱（昭和５３年制定） 

(2) 堺市委託事務指名業者等選定審査委員会要綱（昭和５３年制定。以下「旧委託委員会

要綱」という。） 

（堺市委託事務指名業者等選定審査委員会の廃止に伴う経過措置） 

３ この要綱の施行の際、前項の規定による廃止前の旧委託委員会要綱の規定に基づき行わ

れた付議の依頼については、第９条の規定による付議の依頼が行われたものとみなす。 

４ この要綱の施行の際、第２項の規定による廃止前の旧委託委員会要綱の規定に基づく堺

市委託事務指名業者等選定審査委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約に

ついては、第３条第７号の規定による委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契

約とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前に、堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱（平成１６

年制定）第４条第２項第３号又は第４号の規定によりなされた申請に係る業者としての適

格性の審査については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月２４日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条関係） 

行政部長 

市民生活部長 

カーボンニュートラル推進部長 

生活福祉部長 

産業戦略部長 

土木部長 

教育委員会事務局総務部長 

 


